
※職場におけるハラスメントの概要については、別紙４参照。 
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令和４年度の職場におけるハラスメントに関する相談は２割増 

～ 12月の「職場のハラスメント撲滅月間」で集中的に周知・啓発 ～ 
 

岐阜労働局（局長 千葉 登志雄）は、岐阜労働局における令和４年度の「職場におけるハラスメ

ントに関する相談の状況」を別紙１のとおりとりまとめました。 

ハラスメントに関する相談は年々増加しており、令和４年度は岐阜労働局内で 2,373 件と 2,000

件を超え、前年度（1,972件）と比較して約２割増加しました。 

 厚生労働省では、ハラスメントのない職場づくりを推進するため、年末に向けて業務の繁忙等に

より、ハラスメントが発生しやすいと考えられる 12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、

集中的な周知・啓発を実施します（別紙２参照）。 

 

令和 5年 11月 30日（木） 

【照会先】 

岐阜労働局 雇用環境・均等室    

雇用環境改善・均等推進監理官 柴田美登里 

室長補佐（指導担当）     東 彰子 

上席雇用環境改善・均等推進指導官  祝迫智子 
  

電話 058-245-1550 

       Press Release 

１ 令和４年度の職場におけるハラスメントに関する相談件数 
 

セクハラ等 ※１ 
マタハラ・パタハラ等 

※２ 
パワハラ いじめ・嫌がらせ 計 

260件 163件 1,186件 764件 2,373件 

※1 セクハラ、妊娠・出産等ハラスメント、妊娠・出産等不利益 

※2 育休等不利益、育休等ハラスメント 
 

２ 厚生労働省の取組 

「職場におけるハラスメント対策シンポジウム」を開催します（別紙３参照）。 

【開催概要】 

・日時：令和 5年 12月 5日（火）13:30～15:15（13:00オンライン画面スタート） 

・会場：オンラインで配信 

【内容】 

・基調講演「企業のカスタマーハラスメント対策について」 

     講師：齊木 茂人 氏（公益財団法人消費者関連専門家会議（ACAP）専務理事） 

・パネルディスカッション「企業のカスタマーハラスメント対策の取組事例について」 
 

３ 職場におけるハラスメントに関する相談窓口 

・岐阜労働局雇用環境・均等室（TEL058-245-1550）において相談に対応しています。 

  ・法律に基づき、紛争解決援助等を実施しています。 



１ハラスメントに関する相談件数の推移
（平成31年度～令和4年度）

職場における
ハラスメントに関する相談の状況

平成31年度 令和2年度 令和3年度 令和４年度

＜男女雇用機会均等法＞

セクハラ、妊娠・出産等ハラスメ
ント、妊娠・出産等不利益

紛争解決援助 16 3 6 5

調停 0 ０ 1 0

＜育児・介護休業法＞

育休等不利益、

育休等ハラスメント

紛争解決援助 0 1 3 1

調停 ０ ０ 0 0

＜労働施策総合推進法＞

パワーハラスメント

紛争解決援助 - - 3 8

調停 - - 2 0

＜個別労働紛争＞

いじめ・嫌がらせ

助言・指導 21 16 12 4

あっせん 19 24 18 7

（件）

２ハラスメントに係る個別労働紛争解決援助等受理件数の推移

（平成31年度～令和4年度）

別紙１
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平成31年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

＜育児・介護休業法＞

マタハラ・
パタハラ等
（育休等不利益、育休等ハ
ラスメント）

＜個別労働紛争＞

いじめ・嫌がらせ

＜男女雇用機会均等法＞

セクシュアルハラ
スメント等
（セクハラ、妊娠・出産等
ハラスメント、妊娠・出産
等不利益）

＜労働施策総合推進法＞

パワハラ

（件）

(1,916) (1,898)
(1,972)

(2,373)

※パワーハラスメント防止措置（労働施策総合推進法）の施行により、平成31年度まで、
「いじめ・嫌がらせ」に分類されていたものが、令和２年度以降、「パワハラ」に分類され、
相談件数が大幅に増加しています。



②いわゆるマタハラ（育児・介護休業法関係）

①セクシュアルハラスメント等（男女雇用機会均等法）

３令和4年度ハラスメントに関する相談受理件数（労働者、事業主、その他の計）

ハラスメント関係
の相談

163件

育休不利益 77件

その他の育児関係不
利益 29件

育児休業等
ハラスメント ※ 35件

介休不利益 2件

その他の介護関係不
利益 4件

介護休業等
ハラスメント 16件

ハラスメント関係
の相談

260件

妊娠・出産等を理由
とする不利益取扱い

89件

セクシュアルハラス
メント

140件

妊娠・出産等ハラス
メント

31件

妊娠・出産等を理由

とする不利益取扱い

（89件） 34.2%

セクシュアルハラスメント

（140件） 53.8%

妊娠・出産等

ハラスメント

（31件）

11.9% 260件

育休不利益（77

件）47.2%

その他の育児関

係不利益

（29件）17.8%

育児ハラスメント

（35件）21.5%

介休不利益

（2件） 1.2%

その他の介護関

係不利益

（4件）2.5%

介護ハラスメント
（16件）9.8%

163件

※育児休業等ハラスメントのうち、男性労働者の育児休業に係る相談件数は４件です。



https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/

NO
ハラスメント

12月は職場のハラスメント
撲滅月間ですシンポジウムの概要及び参加の申し込みは、二次元バー

コードまたは下記サイトフォームからお申し込みください。
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/symposium

ハラスメントでお困りの方は、無料で相談できる全国の労働局・労働基準監督署にある総合労働相談
コーナーをご利用ください。詳しくは、ポータルサイト「あかるい職場応援団」まで。 NOハラスメント

FYHML
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https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/

あかるい職場応援団

職場におけるハラスメント対策シンポジウム

　職場におけるハラスメントは、働く人が能力を十分に発揮することの妨げになることはもちろ
ん、個人としての尊厳や人権を不当に傷つける等の人権に関わる許されない行為です。また、企
業にとっても、会社秩序の乱れや業務への支障が生じたり、貴重な人材の損失に繋がったり、社
会的評価にも悪影響を与えかねない大きな問題です。
　事業主の方は、実効性のあるハラスメント防止対策を講じてください。また、働く人自身も、
上司・同僚・部下をはじめ取引先等仕事をしていく中で関わる人たちをお互いに尊重することで、
皆でハラスメントのない職場にしていくことを心がけましょう。
　厚生労働省では、ハラスメントのない社会の実現に向けて、12月を「職場のハラスメント撲滅
月間」と定め、集中的な広報を実施します。
　その一環として、「職場におけるハラスメント対策シンポジウム」を12月５日（火）にオンライ
ンで開催します。是非、ご覧ください。詳細はハラスメント対策の総合情報サイト「あかるい職
場応援団」でご確認ください。

ハラスメント裁判事例、他社の取組など
ハラスメント対策の総合情報サイト

あかるい職場応援団

事前申込制
参加無料

令和５年12月５日（火）  13時30分～15時15分（予定）

内　　容 専門家による「企業のカスタマーハラスメント対策について」の基調講演
や、カスタマーハラスメント対策に取り組む企業の担当者から事例を紹介
していただくパネルディスカッションなどを実施します。

　ハラスメント対策の総合情報サイト「あかるい職場応援団」では、研修資料、企業の取組事例等、
企業におけるハラスメント防止対策を進める上で参考になる情報を掲載しています。ハラスメント
関係資料ダウンロードコーナーには、職場のハラスメントの予防・解決に向けたパンフレット、
リーフレット、ポスター等を掲載しています。職場での周知・啓発や研修等にご活用ください。

配信日時

●シンポジウムの詳細・参加申込はこちらから▶
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/symposium

12月は職場のハラスメント撲滅月間です！
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